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会 議 録 

会議の名称   令和７年 第９回 白岡市教育委員会定例会  

開催日   令和７年７月１０日（木）  

開催時間   午前１０時００分 開会 ・ 午前１１時００分 閉会  

開催場所   白岡市中央公民館 ３階 集会室  

教育長の氏名   横 松 伸 二  

出席者（委員

等）の氏名  

横 松 伸 二       小野目 如 快  

 山 﨑 美佐江       福 永   肇  

和 田 玲 子  

欠席者（委員）

の氏名  
 

 

説明員の職・  

氏名  

 

教育部長          長 谷 川  亘 

教育総務課長        高 澤  憲 司 

参事兼教育指導課長     蓮 見  宣 宏  

生涯学習課長        岩 楯  浩 志 

魅力ある学校づくり推進室長 齊 藤  健  

事務局職員の

職・氏名  
教育総務課主幹             齋 藤  三 彦  

点検評価員   吉野 高男、板垣 時夫  

会議次第  

１ 開会  

２ 日程第１ 会議録署名委員の指名  

３ 日程第２ 委任事務等報告事項  

第１ 区域外就学について 

第２ 令和７年度就学援助の認定について 

第３ 専決処分の報告について 

第４ 白岡市学校給食委員会委員の委嘱について 

第５ 就学支援委員会委員の委嘱について 

第６ 学校運営協議会委員の委嘱について 

４ 日程第３ 議案  

議案第２４号 令和７年第４回白岡市議会臨時会提出

議案に係る意見聴取について 

議案第２５号 令和７年第５回白岡市議会定例会提出

議案に係る意見聴取について 
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５ 日程第４ その他の事項  

その他１ ６月の教育委員会諸事業結果報告について 

６ 閉会  

配布資料  別添のとおり  

傍聴者数  ２人  

 

１ 開 会  

教育長         出席委員５名、定足数に達しており開会を宣言した。  

            

２ 会議録署名委員の指名  

教育長         市教育委員会会議規則第１５条の規定により、山﨑委

員及び小野目委員を指名した。  

 

教育長         日程第２の委任事務報告事項、第１及び第２は個人情

報を含む内容であるため、第３は人事案件のため、日程

第３の議案第２４号及び第２５号は意思決定過程のため、

非公開で行いたいが如何か。  

委員          （異議なし）  

教育長         異議なしと認め、報告事項第１、第２、第３号及び議

案第２４号、第２５号は非公開で行う。また、審議の順

番を公開案件からとする。  

 

３ 委任事務等報告事項（教育長報告）  

第４ 白岡市学校給食委員会委員の委嘱について、 

【説    明】    （報告第４について、教育部長が概要を説明し、教育

総務課長の報告資料に基づき説明した。）  

【質疑応答概要】   

Ａ委員         令和７年度の任期が年度ではないが、問題はないか。 

教育総務課長      問題はない。  

Ｂ委員         給食委員はどのような議論をしているのか。  

教育総務課長      物資の選定や給食費について議論している。  

Ｂ委員         調理員は委員に入っているのか。  

教育総務課長      委員は学校長、事務職員代表、ＰＴＡ会長、ＰＴＡの

給食部門の代表であり、調理員は入っていないが、作る
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側からの情報は常に入っている。  

Ｃ委員         一般的な調理、食材、質を考える場のため、給食につ

いての意見は、どの様に聞くのか。  

            以前は、年１回給食の試食会を行っていたが、今はほ

とんどやっていない。現在は、学校給食について、客観

的な立場から意見を言うことが難しい。保護者が年１回

でも試食できる機会があれば良いのではないか。現状で

は、外からの目がない状態である。今後は、第三者が給

食を試食する機会があると良いのではないか。  

教育総務課長      コロナ以降、委員も物資の件に関わっていない。委員

が試食できる機会は必要と思われるため、今後検討する。 

【承    認】    （質疑応答後、全員異議なく承認）  

 

第５ 就学支援委員会委員の委嘱について 

【説    明】    （報告第５について、教育部長が概要を説明し、教育

指導課長の報告資料に基づき説明した。）  

【質疑応答概要】   

Ｄ委員         年何回、会議を行っているのか。  

参事兼教育指導課長   年４回行っている。  

Ａ委員         特別支援は、何人を対象としているのか。 

参事兼教育指導課長   詳細は不明だが、各校２０、３０名を対象としている。 

Ａ委員         個人を対象に話し合っているのか。 

参事兼教育指導課長   保護者からの相談を経て、個別に判断し、結果につい

て保護者に説明している。 

Ａ委員         会議内容を保護者は知っているのか。 

参事兼教育指導課長   保護者からの相談で行っているため、内容は承知して

いる。 

【承    認】    （質疑応答後、全員異議なく承認）  

 

第６ 学校運営協議会委員の委嘱について 

【説    明】    （報告第６について、教育部長が概要を説明し、教育

指導課長の報告資料に基づき説明した。）  

【質疑応答概要】   
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Ｃ委員         学校運営協議会を、小中学校区で行う良さ、小学校区

で行う良さがあると思うが。 

参事兼教育指導課長   最初は、菁莪地区の小中学校区で始まった。小中学校

区での良さとして、進学する小・学校で行うことから、

９年間地域で育てようとする目標を共有することができ

ている。  

            単独でやっていることを、学区が一つになっているた

めに合同でやることによるメリット・デメリットがある

ので、次年度以降検討する。  

Ｄ委員         学区が広いことで、メンバーに地域の偏りが生じる可

能性があると思うが。  

参事兼教育指導課長   行政区からは、行政区長を通じて自治会から推薦をい

ただいている。今後も、委員の推薦については学校と相

談して決めていく。 

Ｂ委員         学校推薦、自ら進んで立候補する方で委員になること

への気持ちのモチベーションはどうか。 

参事兼教育指導課長   公募ではなく、ＰＴＡ役員、自治会にお願いするなど

しているが、皆さん一所懸命やっていただいている。 

【承    認】    （質疑応答後、全員異議なく承認）  

 

５ 日程第４ その他の事項  

その他１ ６月の教育委員会諸事業結果報告について 

【説    明】    （生涯学習課長が資料に基づき説明した。） 

【質疑応答概要】  

Ａ委員         放課後子ども教室は白岡東小が３校目だが、参加者は

どの様に募集しているのか。  

生涯学習課長      スタッフ、ボランティアと話し合い、チラシ、ホーム

ページで周知している。  

Ａ委員         教員は関わっているのか。  

生涯学習課長      教員ではなく、ボランティアや運営スタッフを中心に

行っている。  

Ａ委員         現在は３校だが、今後の予定は。  

生涯学習課長      今年度は、篠津小学校が加わる。地域と話し合いをし

ながら広げていく。  

Ｄ委員         田んぼの学校は良い事業だと思うが、観察は記録を取

っているのか。捕まえた生き物は田んぼに返しているの
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か。  

市の特産物である梨の学校もあったら良いと思う。以

前は、旧大山小学校に梨畑があり、子供たちが、受粉や

袋掛け、収穫を行っていた。とても良い経験ができたと

思う。梨は市の特産品なので、このような形で関わる機

会があれば、良いと思う。  

 七夕の願いは、短冊に願い事を書くだけなのか。七夕  

についての説明はあったのか。  

生涯学習課長      田んぼの学校は、写真を撮ったり小動物を持ち帰った

りしている。  

            梨の花かけは、新規採用職員が体験した。梨の学校に

ついては今後検討する。  

            七夕については、図書館事業と合わせて、本の紹介や、

本からの説明も加えている。  

Ａ委員         梨の関連については、いろいろなところで取り上げた

ら良いのではないか。白岡市の「市の花」は梨の花であ

るが、梨の花や梨の木を知らない、見たことがないとい

う一般市民も多くいると思う。  

【承    認】   （質疑応答後、全員異議なく承認）  

 

（傍聴人退席）  

 

３ 委任事務等報告事項（教育長報告）  

第１ 区域外就学について  

【説    明】   （報告第１について教育部長が概要を説明し、参事兼教

育指導課長が資料に基づき説明した。）  

【質疑応答概要】   （質疑なし）  

【承    認】   （全員異議なく承認）  

 

第２ 令和７年度就学援助の認定について 

【説    明】   （報告第２について教育部長が概要を説明し、参事兼教

育指導課長が資料に基づき説明した。）  

【質疑応答概要】  

Ａ委員        就学援助の認定は、２５１人ではないか。 

参事兼教育指導課長  名簿上は２５１人だが、実際の認定者は２３３人である。 

Ａ委員        生徒・児童数は約４，０００人で、認定者は２３３人い
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るが、支援が必要な人が漏れていないか気になる。 

参事兼教育指導課長  今回の認定は、全体の６％程度である。  

申請を受けての人数となり、学校を通して行っている。

転入時や入学説明会で案内をしている。生活保護の家庭は

対象外となっている。  

           申請受付後、家族の所得内容を確認し、決定している。

周知をし、案内につなげるなど、行っている。所得調査後

の人数は２３３人となっている。  

           受付は、随時行っている。引き続き、周知を行っていく。  

Ａ委員        保護者は誰でも良いのか。女性が多いように思われる。 

参事兼教育指導課長  世帯主が保護者となっている。  

           今回の認定者について、保護者なのか、世知主なのかは

不明である。 

【承    認】   （質疑応答後、全員異議なく承認）  

 

第３ 専決処分の報告について 

【説    明】   （報告第３について教育部長が概要を説明し、生涯学習

課長が資料に基づき説明した。）  

【質疑応答概要】   （質疑なし）  

【承    認】   （全員異議なく承認）  

 

４ 議案  

【上    程】  

教育長         議案第２４号 令和７年第４回白岡市議会臨時会提出

議案に係る意見聴取について上程し、提案理由の説明を

求める。 

【説    明】    （議案第２４号について、教育部長が概要説明を行い、

教育総務課長が資料に基づき説明した。）  

【質疑応答概要】  

Ａ委員         落雷の故障についての補償はないのか。  

教育総務課長      市の保険で補償できるか調査中である。  

Ｂ委員         給食室の排水管工事は、夏休み中の工事か。  

教育総務課長      そうである。今回の工事は、排水管の破断による工事

である。  

            テレビカメラ調査で判明したが、排水管全てを交換す

る工事となる。  
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Ｄ委員         仕出し弁当メニューは、給食委員が関わっているのか。 

教育総務課長      代替えの仕出し弁当は、急遽決まったので、幕の内弁

当となる。  

【採    決】     

教育長         議案第２４号 令和７年第４回白岡市議会臨時会提出

議案に係る意見聴取について、案件のとおり決定する。  

 

【上    程】  

教育長         議案第２５号 令和７年第５回白岡市議会定例会提出

議案に係る意見聴取について上程し、提案理由の説明を

求める。 

【説    明】        （議案第２５号について、教育部長が概要説明を行い、

生涯学習課長が資料に基づき説明した。）  

【質疑応答概要】    なし  

【採    決】     

教育長         議案第２５号 令和７年第５回白岡市議会定例会提出

議案に係る意見聴取について、案件のとおり決定する。  

 

６ 閉 会  

教育長        以上をもって閉会を宣言する。  

 

議事のてん末・概要を記載し、その相違なきを証するため、ここに署名する。 

 

令和  年  月  日  

 

            教    育   長  

 

            議 事 録 署 名 委 員 

 

            議 事 録 署 名 委 員 

 

 

 


